
特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

少

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名札幌地方検察庁

令和2年1月21日分

|番号｜ 罪名 ｜氏名 刑の内容 願書受理日 ’
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【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名釧路地方検察庁令和2年1月20日分
~一～一口一一一= ー - △ 重ヘマー ← ~一F～一～ニーニーター一一一一一

－一 : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

－4
〆＆ユ e P -■ 一 宇 グ r F一

L F = ● .ヱ ミーロ グョ一－ユー 一 ヨーユコョ

うち公選法
－

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提州期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理

当期受理前期未済 合計

処理
ワ戸争ダ㎡ﾀﾀｰF－■■ 一÷一 子 与主二→苓卓二王＝ L" 二三一～ずハマデー 『

当期上申 その他 合計

未済

件数

０
《
０

Ｏ
－
Ｏ

を』

Ｏ
計
０

1 l
－－－－F 寺 圭一凸 F 二 里 争 F ユ マ ー 司二■ 古今コ ニ

0

1 1
F 今1－－

0

Ｏ
０

Ｏ
－
Ｏ

Ｏ
－
Ｏ

一一

Ｏ
Ｏ

O 1 1 1 0 1 0



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名釧路地方検察庁

令和2年1月20日分

番号’ 罪名 願書受理日刑の内容氏名

■■■ ｜ ’1

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。・

2 「当期」 とは, .本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

全亜乙笙LE_2q旦全 庁名盛岡地方検察庁
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0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名盛岡地方検察庁

令和2年1月20日分

願書受理日刑の内容罪名 氏名番号
一

1 ■■ ｜■■ﾛ■｜ ■■■■ ｜ ’

【記載要領】

'当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

金壬哩且且_L蛆_分 庁名東京高等検察庁
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(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提淵期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 『その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名東京地方検察庁令和2年1月 日分
呈禿･了 4－一三一一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－ －

一” 子q 里与 P一一 ﾆ ｮ訂一宇菅笠テグウヴーヴケー一－9 テマーーーザョ子 面 q 司 訂 ■
ひ
１
１
１
↑
１
１
１
６
０
４
４
４
，
ｈ
，
６

タ や
一宇 一二一菅一マーョす～一一、一一

－

総計
－ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 1件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期jとは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

P

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名東京地方検察庁

令和2年1月21日分

h画
願書受理日刑の内容氏名番号 罪名

ト
｜ ’1

｜ ’’2

’3

■■ ■■■4

｜ ’5，

｜ ’6

， ■■■ 一
一｜ ■■■■8

9
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【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期｣ とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す｡

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名さいたま地方検察庁令和2年1月21日分
一タター空一一一一骨一マ年一一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一

一

一
－

件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提禍期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す6

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他jは，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分についてはj本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名さいたま地方検察庁

令和2年1月21日分

君番号｜ 罪名 願書受理日刑の内容氏名

| l’

・
０
■

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名横浜地方検察庁令和2年1月21日分
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６
Ｆ
０

■■ ~~－

うち公選法甲

↓

1

うち公選法

与
晶
１
４
９
Ｊ

うち公選法

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一←

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては, （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数j と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計j一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

受理
■戸戸 △ L . 』 亙 互ユ 口 回ご 戸～F一壱～～ご生 一一垂グ ≠ヂーヂグ一グ やP 毎段虫一ヨーーーェニーﾕ ご”一手卓●●～タ ターヘーーゆ●

当期受理前期未済 合計

処理
夕d p － 二≠ゴー ーョ r伝” ヶFゲ互少 － ニグ L や ■ ▲㎡ ｮ ､ ●

当期上申 その他I 合計

未済

件数

Ｏ
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０
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Ｏ
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名横浜地方検察庁

令和2年1月21日分

番号’ 罪名 ’ 願書受理日刑の内容氏名

ﾛ■■ ｜ ’1

｜ ’｜2

■

【記載要領I

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 1 1月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名千葉地方検察庁令和2年1月 日発
－＝ 一一一

－

覗上甲

壺件對
－ Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

昌ULl葡
一一ﾛ ･ 一靜宅 戸一一口一一二一一一－一子一= 一

－

串一＝ﾏ ｰ ･ﾑ 、rザー

－

－ｰ一一－－ 一､ →ローョーー

！ － ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 1件
一一二 －－▽■= = 一 勺＝ f 丁 守り－

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

I

１
１

(用紙日本産業規格A4)

一▲ロー一一夕一一~P一
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受理
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名千葉地方検察庁

令和2年1月21日分

■
二
一

刑

竿盲愛
の内容 願書受理日氏名

2

３
’
４ ’’

口

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名宇都宮地方検察庁令和2年1月21日分
－

次期上甲

予序件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

言Uui
、 ▲ 4一一グー

－－一一一一 ﾕL - 丘一一一

価

q

I

一一一 宰ごｰｰ 』 ﾏ ｰ

うち公選法
－

総計
■■I■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名宇都宮地方検察庁

令和2年1月21旦分

寧巨
願書受理日刑の内容氏名罪名

l l l｜ ’

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名 静岡地方検察庁令和2年1月21日分
－

朝上年

壼件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

吾ULl帝

－

－

+ 圭凸 ●0舎 一一子子士● ｡ロョ●チョ ュゆ●垂● ｡

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11，月21Hを提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名 静岡地方検察庁

令和2年1月21日分

霄引 ＊≦ 。． ”卿虚言｜願書臺遷。■■ 「■■■ ’

氏名

2

3

4

F

O

6

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 1 1月21pを提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月2.0日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名長野地方検察庁令和2年1月21日分
L一ユニ Q ク ニ ウ ■ 圭 ▲ ワ ニF、

－－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

”与一 宇 グニーーーーー凸今夕昔＝ ”七コ一一二一

～～グ←一～一ー 凸今→ ？マヂーチーー
F 員 菅－●F屯 ﾜ 写 =かe 竺笠王｡吟 凸 ～ ｡ーp－Le一 ~一凸￥

うち公選法

■ F F－ケタPグ FF÷ナ 凸 ク 幸

－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件
一年グー空少P－

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名長野地方検察庁

令和2年1月21日分

願書受理日番号’ 刑の内容氏名罪名

｜ ’｜ ’1

’2

トー一F

※｢1｣の支部分の受理について,把握が遅れてしまいました。申し訳ございません。

このほかに把握していないものはありません。

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名新潟地方検察庁令和2年1月21日分
F宰令÷～一”●少三一一一一一一一Fー一タヂーーーー

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
－

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
－

- 一二一一一ダー ーF－”一一ナー ニ ユーーョ ニ

－

垂工匡工
一～ダーニマョー一一三一

－－

総計
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名新潟地方検察庁
一一一

～～～空一一一

、ﾛ2 1月 日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

(同一の者に複数の

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

ロ愛冒 月 日分里 庁名福井地方検察庁
一~釘一一句ヘーグヘーグ里 赴a､1-今マミ ､ 彦､L _,望 ､

－-

欠期上申

予宗件對
－

－

’
一一

r一r ” ク ■ L 凸 ｡－

＋
１
０
↑

－

－

1
一～一一

－

総計 1
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する｡基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数｣ と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名福井地方検察庁

令和2年1月21日分

番号’ 罪名 刑の内容 願書受理日氏名

1

’

記【2 載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。）。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名岐阜地方検察庁令和2年1月 日分
一ー ママ ▼ F －－コ夕虫一一

■■111■111■青‐ ‐－ －

覗上年

壼件對
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

～ ニヴ ゴコゴづ

P －ﾀ ｮｰ－●一

一一二＝－～一ゴー

－

総計
－－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

受理
缶Q F 今タタ今 ご● ご凸 ゴ今= 宇▲ 二■ｮ空ゴ早4？＝● ず”少”P

当期受理前期未済 合計

処理
戸 ずrF PF白色＝ 一子｡－コ寺互互ご幻呵 ■丘 r ▲ F 一 』 g ョ

当期上申 その他 合計

未済

件数

Ｏ
ｌ
０

マー 一一ｰ一一一～ｰ一一

０
０

●

０
－
０

1 1
寺 －』 エニョ一一三～-■= 一一一ユヂ ヱ 二 ｮ字■ － b 凸宇 』寺●■

0

』 ｡』＝● "空

Ｏ
Ｏ

l

0

』" エニ"等－－ダ－－戸ﾀｴ一画 , " F～一一～△ ヨ ゴ寺 ニエー P

Ｏ
０

"&

！

Ｏ
Ｏ

一

Ｏ
０

0 1 1 O O O 1



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名岐阜地方検察庁
一一一少少Fゴ一一一一一一一ー－－－= 一一一一

金孟ロー釜－－週一旦公

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋高等検察庁
－ヨヶ

←～～F一守安一誤F一一ヨーェゴ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

朝上年

壼件對
－

:-

－

－

一一←抄一チヨ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
一

ﾆ-

0件(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名名古屋高等検察庁

令和2年1月20日分

蕃喜｜－罪名 氏名
’ |‐ －－｜ ■■■■ ｜

願書受理日刑の内容

l

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（|司一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名名古屋地方検察庁令和2年1月21日分
■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■

》
輔
－
０
０
－
０
０
’
０
０

■F－一 ﾏﾕｰｰｰﾏ ゴ ｮ 甲一 一一 P F伝 F””夕

うち公選法

うち公選法

うち公選法

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

b

庁名名古屋地方検察庁

令和2年1月21日分

査量ト謎 ｜ 刑の内容 ｜ 願書受理日氏名

| ’1

■■■2

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば, 1 1月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名津地方検察庁令和2年1月20日分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

うち公選法
－

ー

うち公選法

エ ”＝』 夕三二三～ターー～F～＝≠テジ三 一夕盃 一ヶ～李圭＝～～

うち公選法
l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

，

Ｉ

１

ｂ

ｌ

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名津地方検察庁

令和2年1月20日分

|番号｜ 罪名
’ 1 1－~－－－

’2 0

q
u

I

4

【記載要領I

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から1 1月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名京都地方検察庁令和2年1月21日も
ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

朝上年

宅准l全淵

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
－

雪ULlF
ー守跨、 =己寺一Lー』 上

うち公選法

声P 宰一
÷F少③－

うち公選法
－

画 丘タシ"■グ”ゅ

うち公選法
－

総計
I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
ー L 一一一一

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

鈴

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

庁名京都地方検察庁
伝一一一ヶ一一士侯ニナ会 二一毒一一

金韮ﾛｰ避ﾕｰ且旦_ﾕｰ旦分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。‘

2 「当期｣1とは,本通知の提出期限前の直近の期間(例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合, '当期とは, 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日



特別基準恩赦受理処理状況.(その1 ：統計表）別紙3

庁名 大阪地方検察庁令和2年1月21日分
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名大阪地方検察庁

令和2年1月21日分
Z

一一℃一

刑の内容番号 罪名 氏名 願書受理日

■■｜ ’ ■■ ■１
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：‘ ･ ･1 i ‘
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． ． ミ ． I q . . . ｡

: : 【記載要領】

1 当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
I刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。 ， ： ｡: : I ､咄 ‘ 。

2 ． 「当期j とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
‘:知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。 5 L ･ 、 %･ . .'･蝋 . j .ハ、

．. ． .： , ミ コ 、
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別紙3 特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）

令和2年1月21日分 庁名神戸地方検察庁
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

朝上年

市件對
－

うち公選法

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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当期受理前期未済 合計 当期上申

処理
今

’ その他 合計

未済

件数

０
－
０

～タタグヴヂー■ マグーク ケFL一ヶb ■ やけ夕 r 少声▼ 》

１

０
－
０

ナ ク や

０
０

3 3

0

０
－
０

３
０

０
－
０

一
△

０
－
０

Ｏ
－
Ｏ

3 0 3 0 0 0 3



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名神戸地方検察庁

令和2年1月21日分

願書受理日刑の内容罪名番号
一

1 ’
1

’

■■■■■■ワ
宮

｜ ’ ｜ ’3

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する （同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名奈良地方検察庁令和2年1月 0日分
→ 炉Fか一夕 ‐■子与 F rG P r r = ｡■王=●ョ ＋可 F ク タ プ 毛寸F””画Fワユ、ククーーテー～一一～ゴー”ヱ ョ 一一－～

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

朝上年

志件懇
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I

－

－

1

1

↓

－

総計
■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21Hを提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」－処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については,本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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受理
一一一タグ全一全一一一タグr F -グー

当期受理｜前期未済 合計

処理
ニユナー一丘 ■P－－△一～b 』一一一一ヶ凸一一

当期上申 その他 合計

未済

件数

０
、
Ｏ

Ｏ
－
Ｏ

’

一

Ｉ

Ｏ
０

1 1
. 0

0

｜ I

吉･

Ｏ
－
Ｏ

１

’

一

l

0

b 寺

０
０

０

０

r ■コ ヂーーーグ ーー

Ｏ
ｌ
Ｏ

11 0
1
1

1 O O O 1



別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名奈良地方検察庁

令和2年1月20日分

｜氏名 刑の内容番号’ 罪名

Ⅱ■■
願書受理日

’ 「｜ ’

【記載要領】

l当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名和歌山地方検察庁令和2年1月20日分
－ざ ~－

－

● ｡宇一臼与一句一や争令寺●俳凸一Fゥ申一士少”〃rクタ●●P●●令早
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うち公選法1
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' ¥ . 型一～ローマーゲーー一壱一丁＝ず一戸"＝"~ 王-壬～

－

－

総計
l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。ー

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」 と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2 ：罪名別受理状況）

庁名和歌山地方検察庁

令和2年1月20日分

番号

1

刑の内容罪名 氏名 願書受理日

｜ ■■■■ ｜ ’

【記載要領】

1当期において受理した案件は,罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

(同一の者に複数の

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名鳥取地方検察庁令和2年1月 日安
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－

うち公選法

1
脚 F T F一一一一一一－F一 F F一

＄

$

うち公選法

－ｮ ｡●子● 侯 ●寺 F凸寺子圭一F ▼炉 ÷÷F 舎一凸一●晶揖一己ウョ今寺圭必ご●芋■●F 子争

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総計 1
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 件

【記載要領】

1特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する。基準には該当しないが常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合， 当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」 とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致まる。

5 「その他jは，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の「合計」＝「未済件数」 となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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別紙3

特別基準恩赦受理処理状況（その2：罪名別受理状況）

鳥取地方検察庁
r÷一一‐一一一～一一二一

庁名
F一一一 一”音グー→‐FP－学一己一

令和2年1月21日分

【記載要領】

1当期において受理した案件は，罪名ごとに，氏名及び刑の内容を記載する（同一の者に複数の
刑があるときは，その者に係る記載は複数行にわたることとなる。 ） 。

2 「当期」 とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通
知の場合，当期とは， 1ユ月9日から11月20日までの期間）を指す。

3管内の支部等での受理分については,本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)

番号 罪名 氏名 刑の内容 願書受理日

該当なし



特別基準恩赦受理処理状況（その1 ：統計表）別紙3

庁名松江地方検察庁令和2年1月20日発
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総計
－

(参考）基準非該当につき常時恩赦として当期に受理した件数 0件
一一

【記載要領】

'特別基準恩赦該当事案についてのみ計上する｡基準には該当しない毎常時恩赦として出願を受理した
ものについては， （参考）欄に記載する。

2 「当期」とは，本通知の提出期限前の直近の期間（例えば， 11月21日を提出期限とする通知の場
合，当期とは， 11月9日から11月20日までの期間）を指し， 「前期」とは当期前の直近の期間を
指す。

3 「当期受理」には，職権上申の事務に着手したものを含む。

4 「前期未済」は，前期の報告に係る「未済件数」と一致する。

5 「その他」は，出願取下げや出願者死亡の件数である。

6受理の「合計」一処理の｢合計」＝「未済件数」となる。

7管内の支部等での受理分については，本庁でとりまとめた上，通知する。

(用紙日本産業規格A4)
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